
 

 

１ 令和８年度 組織機構改革の概要 

区分 № 件       名 備考 

課 

１ 保健センターを健康推進課に名称変更 増減なし 

２ 子ども健康部に母子保健課及びこども家庭課を新設 ２課増 

係 

３ 
保健センター保健予防係を健康推進課保健政策係と予防接

種係に再編 
１係増 

４ 
保健センター妊産婦保健係を母子保健課に移管し、妊産婦

係に名称変更 
増減なし 

５ 
保健センター乳幼児保健係を母子保健課に移管し、乳幼児

係に名称変更 
増減なし 

６ こども家庭課におやこよりそい係を新設 １係増 

７ 
子育て支援課子ども家庭係をこども家庭課に移管し、こど

もあんしん係に名称変更 
増減なし 

※７月から、豊川市総合保健センター内で業務を行います。 
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２ 組織機構改革の内容 

(1) 概要及び方針 

ア 健康推進課 

  課の名称を保健センターから健康推進課に変更し、とよかわ健康づくり計画に掲
げる「もっと豊か ずっと健やか わたしとあなたでつくる健幸とよかわ」を目指し
て市民の健康維持・増進に努めます。 

  健康推進課は、市の健康保健政策を統括する保健政策係をはじめ、予防接種係、
健康管理係、成人保健係の４係で構成し、市民の健康維持・増進を総合的に支援す
る拠点としての役割を担います。併せて休日夜間急病診療所を所管します。また、
７月からは休日夜間・障害者歯科医療センターを新たに所管します。 

  なお、これまで保健センターに設置していた妊産婦保健係と乳幼児保健係は、新
設する母子保健課に移管します。 

 

イ 母子保健課 

  新設する母子保健課では、妊産婦及び乳幼児の健康維持・増進に関する包括的な

支援を行います。 
  母子保健課は、保健センターから移管する妊産婦保健係と乳幼児保健係の名称を
変更し、妊産婦係、乳幼児係の２係で構成します。 

 

ウ こども家庭課 

  新設するこども家庭課では、子育て家庭に対する総合相談窓口としての役割を担

うとともに、児童の虐待防止への対応や子育てに困難を抱える家庭に寄り添った支

援を行います。 

 こども家庭課は、新設するおやこよりそい係と、子育て支援課の子ども家庭係を

移管、名称変更した、こどもあんしん係の２係で構成します。併せて児童発達相談

センターを所管します。また、７月からは名称を児童発達支援センターに変更しま

す。 

  なお、今回の組織機構改革により、子育て支援課は、子育て支援係及び子ども手

当係の２係となります。 
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(2) 改正の概要図 
 

 

保健センター機能 保健センター機能

こども家庭センター機能 こども家庭センター機能

：関連する公所。公所とは、それぞれの施設が設置された目的を遂行するための事務を行うもの。
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